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【Ｒ8年度からの変更点（浄化槽設置整備事業費補助金）】
１　随時受付、交付決定とします。
<令和7年度まで>　申請　→　翌月15日付交付決定　→　着工
<令和8年度から>　申請　→　交付決定（年度初めは5月中旬頃）→　着工
申請日から10日ほどで交付決定ができると思いますが、申請書類の不備や申請状況によっては10日以上お待ちいただく可能性があります。申請書の提出は着工を希望する日から10日以上空けてください。4月中の申請については、着工予定日を5月中旬にしてください。申請〆切は1/31で現行と変わりません。



２　着工日連絡不要
　令和8年度から着工日の事前連絡は必要ありません。実績報告書の添付書類である工事写真で着工日が分かるようにしてください。（黒板に着工日を記載して着工前写真を撮る、写真横に着工日を記入する等）



３　説明会廃止（申請者、業者とも）
　令和8年度から説明会を実施いたしません。令和8年度から南国市ホームページに新たに浄化槽設置整備事業費補助金の掲載を予定しております（令和8年4月1日掲載予定）。ホームページで概要説明を掲載することにしましたので、補助事業関係者は、必ず一度はホームページを確認してください。



４　実績報告書提出期限を2月20日に変更します。
　<令和7年度まで>　事業完了日2/20まで　　実績報告書3/20まで
[bookmark: _GoBack]<令和8年度から>　事業完了日2/20まで　　実績報告書2/20まで
　市から申請者様への補助金支払い期限が該当年度内となっています。よって請求書の受付期限が3/15前後になります。それまでに完了検査を行う必要がありますので、令和8年度申請分からご留意ください。
